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を
改
正
す
る
法
律
が
可
決
さ

れ
、
改
正
法
附
則
に
「
政
府

は
施
行
後
５
年
を
目
途
に
施

設
整
備
、
人
材
確
保
・
育
成

の
支
援
等
の
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
国
や
他
の
中
核
市

の
動
向
を
注
視
し
、
児
童
相

談
所
の
設
置
の
必
要
性
の
有

無
に
つ
い
て
、
慎
重
に
検
討

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

質問

児
童
虐
待
防
止
を

質問

路
上
喫
煙
禁
止
の
拡
大

ら
に
多
く
の
負
担
が
掛
か
り
、

課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
。

　

放
流
先
が
な
い
区
域
へ
の

対
策
お
よ
び
生
活
排
水
処
理

率
を
上
げ
る
た
め
の
方
策
に

つ
い
て
、
現
行
制
度
の
再
確

認
や
役
割
に
関
し
て
、
関
係

課
と
協
議
す
る
と
と
も
に
、

補
助
制
度
に
つ
い
て
も
引
き

続
き
調
査
研
究
し
て
い
く
。

質問

生
活
排
水
に
対
す
る
課
題

え
推
進
プ
ラ
ン
に
基
づ
い
て
、

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
を
さ

ら
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、

健
康
で
市
民
が
生
き
が
い
を

感
じ
、
豊
か
な
生
活
が
送
れ

る
よ
う
、
健
康
分
野
以
外
の

関
係
部
署
や
関
係
機
関
と
も

連
携
を
図
り
な
が
ら
、
健
康

づ
く
り
事
業
に
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

質問

農
業
用
水
路
使
用
料

質問

ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス

質問

新
知
事
誕
生
と
市
の
対
応

に
、
市
民
生
活
に
影
響
の
あ

る
医
療
機
関
や
交
通
機
関
の

稼
働
状
況
を
確
認
す
る
。

　

ま
た
、
大
規
模
停
電
発
生

時
に
は
情
報
の
錯
綜
が
予
想

さ
れ
る
た
め
、
市
民
に
対
し

て
適
切
な
情
報
を
広
報
す
る

と
と
も
に
、
状
況
に
応
じ
て
、

市
で
備
蓄
し
て
い
る
飲
料
水

や
食
料
を
配
給
す
る
こ
と
な

ど
を
想
定
し
て
い
る
。

質問

防
災
・
減
災
対
策

質問

難
聴
者
へ
の
補
聴
器
補
助

増
収
が
想
定
さ
れ
る
が
、
令

和
２
年
度
分
は
地
方
消
費
税

に
旧
税
率
分
と
新
税
率
分
が

混
在
し
新
税
率
の
影
響
が
限

ら
れ
る
こ
と
、
個
人
消
費
な

ど
の
動
向
に
左
右
さ
れ
る
こ

と
、
軽
減
税
率
の
影
響
を
見

込
む
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
現
時
点
で
交

付
額
を
見
込
む
こ
と
は
困
難

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

質問

消
費
税
増
税
と
財
政
運
営

質問

道
路
の
安
全
対
策

質問

初
雁
球
場
建
設

質問

市
長
の
政
治
姿
勢

問
児
童
虐
待
相
談
が
国
も
県

も
５
年
前
の
２
倍
に
増
え
、

市
の
対
応
も
増
加
し
て
い
る
。

国
で
は
中
核
市
に
児
童
相
談

所
の
設
置
を
求
め
て
い
る
が

市
の
見
解
を
伺
う
。

答
こ
ど
も
未
来
部
長　

庁
内

検
討
会
議
で
先
行
市
の
事
例

を
参
考
に
財
政
面
や
職
員
体

制
の
情
報
共
有
を
行
っ
て
い

る
。
本
年
６
月
に
児
童
虐
待

防
止
対
策
の
強
化
を
図
る
た

め
の
児
童
福
祉
法
等
の
一
部

問
市
は
令
和
７
年
度
ま
で
に
、

生
活
排
水
処
理
率
１
０
０
％

の
目
標
を
立
て
て
い
る
が
、

排
水
の
放
流
先
も
無
く
苦
労

し
て
い
る
地
域
も
あ
る
。
ど

の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
？

答
環
境
部
長　

生
活
排
水
処

理
基
本
計
画
に
お
い
て
、
合

併
処
理
浄
化
槽
に
よ
り
整
備

す
る
場
合
は
、
放
流
先
の
確

保
が
必
要
と
な
る
が
、
現
状

で
は
放
流
先
が
あ
る
区
域
と

比
べ
、
浄
化
槽
設
置
者
に
さ

問
現
代
社
会
の
課
題
を
克
服

す
る
た
め
「
健
幸
」
を
基
本

に
街
づ
く
り
を
進
め
、
効
果

の
見
え
る
化
で
健
康
づ
く
り

事
業
の
参
加
者
増
を
図
る
べ

き
。
今
後
の
方
向
性
を
問
う
。

答
保
健
医
療
部
長　

人
生
１

０
０
年
時
代
を
豊
か
に
生
き

る
た
め
に
は
、
健
康
寿
命
の

延
伸
は
、
今
後
の
重
要
な
課

題
の
一
つ
で
あ
る
と
認
識
し

て
い
る
。
今
後
は
、
現
在
策

定
中
の
、
次
期
健
康
か
わ
ご

問
台
風
第
15
号
に
よ
り
、
千

葉
県
で
は
、
大
規
模
停
電
や

断
水
が
発
生
し
た
。
市
民
か

ら
不
安
の
声
が
寄
せ
ら
れ
て

い
る
が
、
大
規
模
停
電
時
の

市
の
対
応
を
伺
う
。

答
危
機
管
理
監　

大
規
模
停

電
が
発
生
し
た
場
合
、
東
京

電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式

会
社
と
随
時
、
情
報
共
有
を

行
い
、
停
電
の
原
因
や
停
電

地
区
、
軒
数
な
ど
の
被
害
状

況
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も

問
消
費
税
が
こ
の
ま
ま
10
％

に
な
れ
ば
地
域
経
済
も
市
民

生
活
も
打
撃
を
受
け
る
。
10

％
引
き
上
げ
後
の
地
方
消
費

税
交
付
金
の
推
移
を
市
は
ど

の
よ
う
に
見
込
む
の
か
。

答
財
政
部
長　

消
費
税
率
10

％
引
き
上
げ
後
の
地
方
消
費

税
交
付
金
へ
の
影
響
に
つ
い

て
は
、
令
和
２
年
度
以
降
に

生
ず
る
も
の
と
見
込
ん
で
い

る
。
地
方
消
費
税
の
税
率
も

引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら

問
平
成
29
年
の
市
長
選
挙
で

「
プ
ロ
野
球
の
で
き
る
初
雁

球
場
建
設
」
を
市
民
に
対
し

公
約
と
し
て
掲
げ
た
が
、
今

後
の
建
設
計
画
に
つ
い
て
伺

い
た
い
。

答
市
長　

い
つ
で
き
る
の
か
、

ど
こ
に
で
き
る
の
か
、
ど
の

く
ら
い
の
予
算
か
等
々
、
ま

だ
何
も
検
討
さ
れ
て
お
ら
ず
、

こ
れ
か
ら
先
の
話
で
あ
る
。
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